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はじめに

　本稿は、ドイツのラインラント・プファルツ
州ヴェスターブルクにある「アドルフ・ライヒ
ヴァイン試補教員研修所」（Adolf –Reichwein-

Studienseminar Westerburg）に着目して、ドイツに
おける教員養成の一端とライヒヴァインの教育実
践の「継受」（Rezeption）の側面を明らかにしよ
うとするものである。このテーマ設定は、以下の
ような二つの課題意識と背景に基づいている。
　まず一つは、ドイツの教員養成の第二段階、と
りわけ試補教員研修所（Studienseminar）におけ
る教員養成に関する研究の欠落という問題であ
る。ドイツの教員養成は、大学における理論を中

心とした養成教育（第一段階）と、試補勤務とし
ての養成教育（第二段階）の二段階で構成されて
いる。このうち、大学及び大学院における第一段
階の教員養成に関する研究は比較的進んでいるの
に対し、試補教員研修所を拠点に実施される第二
段階の教員養成に関しては、若干の紹介程度の研
究にとどまり1）、その内容や実態に迫る本格的研
究は未開拓状態にある。教員養成の研究者の大半
が大学に籍を置くこと、ドイツの二段階からなる
教員養成システムは世界的にも稀であること等
が、こうした事態の要因と考えられる。しかし、
大学及び大学院での理論的学修の後に実施される
試補教員研修所での第二段階の養成教育が如何な

　ドイツの教員養成は、大学での養成教育（第一段階）と試補勤務としての養成教育（第二段階）の二段
階で構成される点に大きな特徴がある。このドイツの教員養成の第二段階は、実習校での実習と試補教員
研修所における理論と実践を融合した養成教育を内容とするものであり、そこでの教員としての力量形成
の在り方は、我が国の教職大学院における教員養成にも有益な示唆を与えるものと考えられる。しかし、
その本格的研究は未開拓状態にある。本稿は、ナチズム体制下で展開されたアドルフ・ライヒヴァインに
よる教育実践、いわゆる「ティーフェンゼー学校モデル」を、自らの教員養成活動を方向づけるものとし
て継受している試補教員研修所に着目し、その背景となるドイツ、特にラインラント・プファルツ州の教
員養成の現状及びライヒヴァインの「ティーフェンゼー学校モデル」の特質の検討を踏まえ、試補教員研
修所における「ティーフェンゼー学校モデル」の継受の概要と特質を明らかにしたものである。
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る構造や仕組みとして実践されているかを明らか
にすることは、教員養成の高度化、教職大学院の
質的充実、現職教員の研修機会の拡大が喫緊の課
題となっている我が国にとって、大いに参照でき
る知見を提供するものとなると考える。
　もう一つは、アドルフ・ライヒヴァインの教育
思想と実践の「継受」に関する研究の欠落という
問題である。19世紀末から20世紀前半にかけて展
開された新教育運動（ドイツでは改革教育運動）
のうち、ヴァルドルフ教育（シュタイナー教育）、
モンテッソーリ教育、イエナ・プラン教育等は、
その後も活発に継承・発展され、世界的規模で実
践されており、またそれらを対象した研究も継続
している。これに対して、ライヒヴァインに関し
ては、確かにナチズム体制下での教育実践とその
後の「クライザウ・サークル」の一員としての反
ナチス抵抗運動には関心が寄せられても、彼の思
想や実践が如何に継承・発展されてきたのかに関
する研究は皆無に等しい。しかし、現在のドイツ
にはライヒヴァインの名前を戴く学校は既に私
立・公立合わせて既に30を越している。例えば、
その一つの「アドルフ・ライヒヴァイン基礎学校
モイト」（Adolf-Reichwein-Grundschule Meudt）と
いう公立の初等学校の場合、そのＨＰ上で示され
ている学校プロフィールとして、ライヒヴァイン
の教育思想・実践の核心（例えば、教育目的とし
ての主体的自己と責任、社会的責任と寛容、市民
的勇気）を継承していることが明記されている2）。
こうした事実は、アドルフ・ライヒヴァインの教
育思想と実践を半世紀以上前の「過去」のものと
して位置づけるのではなく、それが今日に至るま
で如何に継承・発展され、現在の教育や学校のあ
り様にとって如何なる意義があるのか、つまりラ
イヒヴァインの「継受」という側面の本格的研究
の必要性を示唆している。
　本稿は、以上のような課題意識と背景に基づき、
教職大学院における教員養成の質的改善に寄与す
ることを意図しつつ、より直接的には、ナチズム
体制下で展開されたライヒヴァインによる教育実
践、いわゆる「ティーフェンゼー学校モデル」を、

自らの教員養成活動を方向づけるものとして「継
受」している試補教員研修所に着目し、その背景
となるドイツ、特にラインラント・プファルツ州
の教員養成の現状及びライヒヴァインの「ティー
フェンゼー学校モデル」の特質の検討を踏まえ、
試補教員研修所における「ティーフェンゼー学校
モデル」の継受の概要と特質を明らかにすること
を目的とする。

１�．ドイツ及びラインラント・プファルツ州の教

員養成の概要

（1）ドイツの教員養成の概要とその改革動向

　まず、本稿の理解に必要な範囲で、ドイツに
おける教員養成システムとその改革動向につい
て、特にドイツ特有の仕組みである「試補勤務」
（Vorbereitungsdienst、Referendariat）を含めて概
観しておきたい3）。
　ドイツの教員養成は、大きく見ると、大学にお
ける理論を中心とした養成教育（第一段階）と、
試補教員研修所（Studienseminar）及び実習校で
の学修と実習を中心とした試補勤務（第二段階）
という、二段階のシステムとなっている。この場
合、大学での学修の最後に州文部省が実施する第
一次教員国家試験があり、その合格者が「試補教
員」（Referendar、Lehreranwärter）の身分で 1年
半から ₂年間の試補勤務を行う。試補勤務の間
は、「任命を撤回しうる関係にある官吏」（Beamte 

auf Widerruf）としての地位が付与され、一定額
の手当（正規教員の約半額程度）が支給される。
試補勤務の終了時点で第二次教員国家試験があ
り、その合格者が正規の教員として採用されるこ
とになる。
　歴史的には、複線型の学校制度を背景に、初等
学校（国民学校）の教員養成は中等学校段階と
しての教員ゼミナール（Lehrerseminar）において
（ワイマール期に後述される教育アカデミーとい
う、 ₂年制の大学レベルの初等教員養成機関が設
置された）、ギムナジウム（ ₉年制中等学校）等
の教員養成は大学において、それぞれ別個の制度
と内容で実施されてきた。ギムナジウム等の教員
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養成はその後、大学教育だけでは実践的・教育学
的素養が不足するとの課題認識から、1920年代に
は大学教育に加えて、特別の研修所での試補勤務
が導入された。この二段階によるギムナジウム等
の教員養成の仕組みが、大学進学率の向上及び学
校制度全体の構造改革の議論を背景として、全
ての学校種の教員養成に拡大された。すなわち、
1970年12月のドイツ各州文部大臣をメンバーと
する常設文部大臣会議（KMK）の決議4）により、
全ての学校種の教員養成を大学における養成教育
（Studium）と試補勤務（Vorbereitungsdienst）と
いう二段階で実施することが明記された。州によ
る違いはあるものの1970年代末までには、ドイツ
（当時の西ドイツ）では、現行と同様の二段階の
教員養成システムが具体化されていった。
　1970年代以降に構築されてきたドイツの二段階
による教員養成システムは、2000年頃を境とし
て、二段階の構造自体には変更はないものの、質
的には大きな変革を経て現在に至っている。この
ドイツの教員養成システムの質的変革は、一つに
は全ヨーロッパ規模での高等教育改革（いわゆる
ボローニャ・プロセス）、二つには2001年の「PISA

ショック」を契機とする教員養成への国家基準（ス
タンダード）の導入という二つを背景とするもの
である。そのポイントを摘記すれば以下の 3点と
なる。
　第 1に、大学の学修プロセスとして学士課程（原
則 6ゼメスター： 3年）と修士課程（原則 ₄ゼメ
スター： ₂年）という段階がヨーロッパ共通の単
位互換制度（ECTS）を伴って導入され、教員養
成の第一段階である大学における養成教育も、州
や学校種による多少の差異はあるものの、おおむ
ね学士課程 3年と修士課程 ₂年、合わせて ₅年間
が原則となったことである。この改革は、大学学
長会議（Hochschulrektorenkonferenz）及び常設文部
大臣会議の度重なる審議と決議、そして直接的に
は各州の教育法改正を経て具体化されたものであ
り、既にフィンランドでは実現していた教員養成
の修士レヴェル化が、ドイツでも導入されたこと
を意味する。なお、大学での学修の最後に実施され

ていた第一次教員国家試験は、大学における修士
課程の修了試験による代替措置を行う州が過半数
となっている︵ドイツ16州のうち10州で代替）5）。
　第 ₂に、2000年に実施の OECDによる学習到
達度調査（PISA）の結果が2001年に発表され、
「PISAショック」として重く受け止められたこ
とから、教員の資質向上が叫ばれ、教員養成のた
めの国家基準（スタンダード）が策定され、第一
段階と第二段階における教員養成も、この新たに
策定された国家基準に基づくものとなった。すな
わち、文部大臣会議は2004年12月に「教員養成の
ためのスタンダード：教育科学」6）を決議し、さ
らに2008年10月には「教科教育スタンダード」7）

を決議した。このうち、「教員養成のためのスタ
ンダード：教育科学」では、教員に求められる専
門的能力であるコンピテンシー（Kompetenzen）
として、₄領域（①授業、②教育、③評価、④刷新）
にわたって全部で11項目が示された。しかも、こ
の11のコンピテンシーは、教員養成の理論面と実
践面の二つの側面に分けて、それぞれ何ができる
ことが必要か具体的に示された。ここで示された
国家基準（スタンダード）は、さらに各州、各大学、
第二段階の教員養成機関である試補教員研修所に
おいて、それぞれの教員養成活動の指標として具
体化され、実践されることで、ドイツでは「コン
ピテンシー志向の教員養成」（kompetenzorientierte 

Lehrerbildung）が本格展開することとなった。
　第 3に、第 1と第 ₂の質的変革が連動した結
果として、大学（特に修士課程）段階から学校
現場体験（端的には教育実習）を従来以上に組
み込む等、大学段階での養成教育の実践志向化
（Praxisbezug）と、それとの関連で試補勤務期
間の短縮化の傾向が確認されることである。そ
の典型的事例として、ノルトライン・ヴェスト
ファーレン州では、2009年に新しい教員養成法
（Lehrerausbildungsgesetz vom 12. Mai 2009）が制
定され、2011年冬学期から学士課程 3年と修士
課程 ₂年間の養成教育（第一次教員国家試験は
修士課程修了で代替）が導入された。特に、学
士課程では 3週間の「オリエンテーション実習」



118 遠　藤　孝　夫

（Orientierungspraktikum）が、修士課程では最低
でも ₅ヵ月の「実習ゼメスター」（Praxissemester）
が導入された。同時にこうした大学での養成教育
の実践志向化と連動して、試補勤務期間も従来の
24カ月から18カ月へと 6カ月の短縮となった8）。

（2）�ラインラント・プファルツ州の教員養成シ

ステム9）

１）全体概要

　ラインラント・プファルツ州はドイツの南西部
に位置する州で、人口は約300万人（ドイツ16州
で第 ₇位の人口規模）であり、州都はマインツに
置かれる。州政府を構成する政党は、かつては中
道右派のキリスト教民主同盟（CDU）が中心で
あったが、1991年以降は中道左派の社会民主党
（SPD）が中核を占める連立内閣となっている。
　同州では、上述のようなボローニャ・プロセ
スによる大学改革と「コンピテンシー志向の教
員養成」への改革の動向を受け、2001年に当時
の州政府（社会民主党 SPDと自由民主党 FDPの
連立政権）の下で、教員養成改革の方向性を定
めた「デュアル学修―養成コンセプト」（Duales 

Studien- und Ausbildungskonzept）が策定された。
以後、関係者との協議と修正を行いながらも、基
本的には現在に至るまで2001年策定のコンセプト
に基づく教員養成改革が具体化されている。この
教員養成改革の目的は、次の 3点に集約されてい
る。第 1に大学の学修を学校における職務遂行上
の必要性に合致させること、つまり「専門職化」
（Professionalisierung）、第 ₂に大学の理論的学修
と学校実地訓練（Schulpraktische Ausbildung）を
緊密に結合すること、第 3に大学における養成教
育の管理運営体制の確立、端的には大学毎に教員
養成センター（Zentrum für Lehrerbildung）を設置
させることである。
　これらの目的を持つ教員養成改革の方向性が
具体化され、教員養成の基本構造は次のような
現状となっている。まず、修士課程では教育科
学（心理学、社会学、教科指導法を含む）と ₂
教科の理論的学修に加え、「オリエンテーション

実習」（Orientierende Praktika）と「深化型実習」
（Vertiefende Praktika）の二種類の教育実習が科
される。2001年の構想ではオリエンテーション実
習は35日だったが現状では30日、同じく深化型実
習は2001年の構想では30日だったが現状では15日
となっている。さらに修士課程では学校種に応じ
た理論的学修に加えて、15日間の深化型実習が科
せられる（2001年時点では学校種に応じ20日から
40日の深化型実習が構想されていた）。修士課程
の修了時点で第一次教員国家試験があり、その合
格者が試補勤務として第二段階の教員養成に移行
する。
　大学における教職課程の全ての授業科目の目標
及び内容に関する「カリキュラム・スタンダード」
が設定された。この大学段階のカリキュラム・ス
タンダードは、州内の教員養成を行う大学の研究
者、教員試補研修所の代表、学校現場の教員、そ
して文部省の一部署である州教員試験局の代表者
をメンバーとして策定されたものとなっている。
最後に、試補勤務の期間は、2001年当時の改革構
想では15カ月とされていたが、第一段階での学校
実地訓練（実習）の期間が構想よりも短縮された
こともあって、現状では18カ月となっている。
　なお、ラインラント・プファルツ州内で教員養
成を行う大学は、マインツ大学、トリーア大学、
コブレンツ・ランダウ大学、カイザースラウテル
ン工科大学の ₄大学（いずれも州立大学。但し、
基礎学校と特別支援学校の教員養成はコブレン
ツ・ランダウ大学のみ）となっている。このうち、
学士課程と修士課程による教員養成への転換は、
カイザースラウテルン工科大学とコブレンツ・ラ
ンダウ大学では2007年冬学期から、またマインツ
大学とトリーア大学では2008年冬学期から開始さ
れている。

２）試補勤務と試補教員研修所の概要

　教員養成の第二段階である試補勤務は、実習校
（Ausbildungsschule）との緊密な連携の下で試補
教員研修所において実施される。ラインラント・
プファルツ州では、学校種毎に試補教員研修所が
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州内に設置されており、基礎学校用として ₈カ所
（この一つがヴェスターブルクに設置されている
アドルフ・ライヒヴァイン試補教員研修所）、実
科学校プラス（Realschule plus）用として ₄カ所、
ギムナジウム用として ₉カ所、職業学校用として
₄カ所、特別支援学校用として ₂カ所、合計で州
内27カ所に試補教員研修所が設けられている。上
述の通り、試補勤務の期間は現在のところ18カ月
となっている。
　試補勤務の概要は、2012年 1月制定の州規程10）

によれば以下の通りとなっている。州教員試
験局（Landesprüfungsamt für die Lehrämter an 

Schulen）が試補勤務期間の教員養成を管理・監
督する。試補勤務としての養成教育は、第一段階
（大学）で選択した二つの専門教科と職業実習
（Berufsplaxis）に関して、それぞれ学校種毎に設
置された試補教員研修所と実習校において実施さ
れる（州規則第 ₉条）。試補教員は、試補教員研
修所において、理論的な基礎に基づいて学校実践
に関する養成教育を受ける。試補教員研修所で
の養成教育は、①専門教科の教授法に関する演
習（Fachdidaktisches Seminar）、②教職実践の演習
（berufspraktisches Seminar）、③その他の試補教
員研修所の行事の 3領域にわたっている。試補教
員研修所のこれらの養成教育は、同規程に添付さ
れた「カリキュラム構造」（Curriculare Struktur）
に基づいて組織される。このうち、教職実践の演
習は、試補教員の実践的経験との関連の下で、実
践場面での教育科学の諸課題と学校法規の内容が
扱われる。専門教科の教授法演習では、試補教員
の実践的経験との関連の下で、教授学・方向学上
の諸課題と選択した教科の授業内容が扱われる
（州規程第10条）。
　一方、実習校における養成教育は、試補教員を
学校実践のために専門化するために行われるもの
で、同じく同規程添付の「カリキュラム構造」に
準拠して、①実習授業（授業の観察、指導教員の
支援の下での授業、単独での授業）、②その他の
実習校での行事への参加で構成される。実習授業
は 1週当たり12時間が平均となっており、このう

ち単独での実習授業は、基礎学校の試補教員の場
合には、最初の 6か月間は 1週当たり ₄～ 6時間、
残りの12カ月間は 1週当たり 6～ ₉時間が標準と
されている（州規程第12条）。

２．ティーフェンゼー学校モデルの特質11）

（1）ライヒヴァインの略歴

　アドルフ・ライヒヴァイン試補教員研修所のＨ
Ｐ12）においては、ライヒヴァインは「改革教育家、
成人教育及び教師教育家、博物館教育家、ナチズ
ムへの抵抗者」として位置づけられるとともに、
『創作する生徒たち』（1937年）と『農村学校に
おける映画』（1938年）で報告・基礎付けられた
彼の教育実践とその思想は、「理論と実践の点で、
今日の学校及び教員養成にとっても、意義深くか
つ極めて現実的である。」と指摘されている。で
は、ライヒヴァインとは如何なる経歴の人物なの
か、その概要を確認してみたい。
　ライヒヴァインは、1898年、ライン川の支流
ラーン川沿いの小村バート・エムス（当時はプロ
イセン領、現在はラインラント・プファルツ州）
で、国民学校の教師の父親の長男として生まれた。
ライン川右側の田園風景が広がるタウヌス地方
（現在はラインラント・プファルツ州とヘッセン
州の ₂州にまたがる地域）で幼少期を過ごしたラ
イヒヴァインは、第一次世界大戦前の10代にはワ
ンダーフォーゲル活動を中心とする初期青年運動
に熱中していた。18歳で第一次世界大戦に義勇兵
として参加して負傷した後、フランクフルト大学
及びマールブルク大学で学修し、18世紀ヨーロッ
パと中国の文化的・芸術的関係に関する研究論文
により哲学博士号を取得した（1923年）。大学在
学中から労働者及び農民への教育活動に関心を強
め、1925年からはイエナの成人教育機関である市
民大学（Volkshochschule）の校長（ヴィルヘルム・
フリットナーの後任）を務めた（1929年まで）。
この間、1926年から約 1年間、イギリスと北米を
経由して、日本を含む極東地域への調査旅行も
行っている。1929年からプロイセン州文部省の広
報室長兼ベッカー文相（Cahr Heinrich Becker）の
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秘書となり、1930年には自らも創設に深く関与し
た、新たな大学段階での国民学校の教師養成機関
であるハレの教育アカデミーの教授（歴史・公民
科の担当）に就任した。
　ところが、1933年 1 月に登場したヒトラー政権
の下で職業官吏再建法が制定されると、社会民主
党員であったライヒヴァインは同年 ₄月にハレ教
育アカデミーの教授職を罷免された（但し、教授
の称号は継続）。ライヒヴァインはトルコの大学
の経済学教授職も提供されていたが、あえて国内
にとどまる道を選択して、同年10月、ベルリンか
ら約40キロ東方の寒村ティーフェンゼー（住民約
300人）にある単級学校（一教師一学級の国民学
校、₈年制、児童数約40名）の教師となった。『創
作する生徒たち』（1937年）と『農村学校におけ
る映画』（1938年）の二冊は、このティーフェン
ゼーでの教育実践活動の記録として刊行されたも
のである。ティーフェンゼーの学校が、学校映画
制作の中央調整機関として設置された「ベルリン
授業映画全国センター」の実験学校としての指定
を受けた（1934年10月）ことも、ライヒヴァイン
が当時の最先端メディアである映画を授業に取り
入れたこと、ナチズム体制にあっても自らの実践
記録を刊行することができたことの背景となって
いた。なお、ライヒヴァインによるティーフェン
ゼー学校モデルがナチズムへの教育の次元での抵
抗、「教育的抵抗」を内実とするものであることは、
對馬の精緻な研究によって解明されている通りで
ある。
　ライヒヴァインは1939年 ₅ 月、ティーフェン
ゼーでの ₅年半に及んだ教育活動に終止符を打
ち、ベルリンの国立ドイツ民俗学博物館の「学校
と博物館部」の部長に転出した。この転出は、ナ
チス・ドイツがオーストリア併合（1938年 3 月）、
ユダヤ人への大規模迫害＝「水晶の夜」（1938年
11月）、チェコスロバキア侵攻（1939年 3 月）と、
侵略戦争への道を突き進む状況下で、ライヒヴァ
インが教育的抵抗の限界を認識し、博物館教育の
活動に従事しつつも、市民による反ナチス抵抗の
思想集団である「クライザウ・サークル」（主宰

者は弁護士のジェームズ・フォン・モルトケ。ラ
イヒヴァインを含め20数名が参画）のメンバーと
して行動することを選択したことを意味する。「ク
ライザウ・サークル」は、軍人グループを含めた
多様な反ナチス抵抗グループ間の共闘に尽力しつ
つ、とりわけヒトラー亡き後の新生ドイツの政
治・社会体制の基本構想（その基盤はキリスト教
倫理）を練り上げていたことで知られる。ちなみ
に、この戦後構想の中で、ライヒヴァインは文部
大臣への就任が想定されていた。しかし、シュタ
ウフェンベルク大佐を中心とするヒトラー暗殺計
画の失敗（1944年 ₇ 月20日事件）の前後には、ク
ライザウ・サークルの活動も露見し、主要メンバー
は相次いで逮捕された。ライヒヴァインも1944年
₇ 月 ₄ 日にゲシュタポ（秘密国家警察）により逮
捕され、拷問と虐待を伴う苛酷な取調べを受けた
末に、同年10月20日に民族裁判所にて死刑判決を
受け、ベルリン・プレッツェンゼー刑務所で当夜
のうちに絞首刑に処せられた。時にライヒヴァイ
ン46歳だった。
　
（2）ティーフェンゼー学校モデルの特質

　ティーフェンゼーにおけるライヒヴァインの教
育実践は、19世紀末からの改革教育運動（世界的
には新教育運動）の成果を摂取するとともに、そ
の批判的・発展的継承としての実践でもあった。
同時にそれは、「人間存在のトータルな支配をめ
ざすナチス教育・ナチズムに対して、それへの対
抗論理が実践内在的に貫徹されている」13）もの、
つまり「ナチス教育システムに対する魅力的な
教育的対案」14）を提示することを意図したもので
あった。ここでは本稿の趣旨に即して、ライヒヴァ
インの教育実践の基本的な特質を 3点に絞って摘
記しておきたい。

１）行為能力のある主体的自己の形成

　ライヒヴァインの教育実践の立脚点は、ナチズ
ムが強要した「民族共同体」や「総統ヒトラー」
ではなく、あくまで＜子ども＞にあった。このこ
とはナチズム体制の直中で刊行された実践報告書
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である『創作する生徒たち』の冒頭の一節から明
白となる。「教育の独自性は、教育の特質の不可
侵性という点においてのみ承認されるし、また常
に承認されてきた。この場合、教育の特質とは、
子どもから出発し、子どもによって規定されると
いうことであり、またあらゆる良心的で注意深い
教育を貫徹するものである。」15） 

　ライヒヴァインによれば、「現代のような変化
の激しい時代」16）にあっては、受動的で盲目的な
「兵士の服従」17）の様式で教育された人間は役に
立たない。絶えず変化してやまない現代産業社会
においては、単なる読み書き計算の知識や技能よ
りも、「次々と変わる年齢に応じて、自らの意思
に基づいて力量を発揮できるようになっているこ
と」18）、「諸能力が子どもの人格的な所有物となっ
ていること、つまり諸能力が子どもの中で常に活
用可能な状態になっていること」19）が何よりも重
要なこととなる。ティーフェンゼー学校モデルで
は、教師が伝達する知識・技能を盲目的に暗記
するだけの「再生産的な生徒」に代えて、自律
的な自己活動を展開できる「創出的な生徒」（das 

productive Kind）が前提とされていた。こうした
ことから、ライヒヴァインの教育実践は、「子ど
もを活動的な自覚的存在へと導き、自らの内なる
力量の自覚を覚醒させること」20）、換言すれば「子
どもの自己活動を発達」21）させることにより、「自
己活動の力量を持った人間」（selbsttätiger Könner）
22）の育成を目指すものだった。

２）「計画学習」と創造的な作業学習

　ティーフェンゼーの農村学校では、上記のよう
な行為能力ある主体的自己の育成という教育目的
の実現のため、学校を一つの「自律的な教育共同
体」23）として組織すること、より具体的には教科
単位の時間割に基づく伝統的な授業方式ではな
く、子どもの生活世界を基盤としつつ（生活近接）、
時には数ヶ月も継続する「計画学習」（Vorhaben）
という授業方式が実施された。夏季は動植物の観
察や郷土の地図作成といった屋外中心の「計画学
習」、冬季は主として教室内で、共同社会を営む

人間に関する「計画学習」というように、「計画
学習」はその中に個々の教科とその内容を組み込
み、かつ学校を地域の自然や共同体へと開放した
（村の祝祭や人々との交流も含め）総合的な授業
方式であり、それは言わば教科横断型プロジェク
ト学習であった。加えて、村の職人の協力を得な
がら完成させた「温室づくり」（夏季の授業とし
て）、歴史的にも地理的に異なる家屋建築の模型
づくり（冬季の授業として）の事例にも示される
ように、「計画学習」は生徒たちが具体的な事物
や事象と直接的に出会い、それと徹底的に取り組
み、集中した作業や活動を通して一つの作品を創
造するという、創造的な作業学習を内実とするも
のであった。「手で創造したものは、頭がそれだ
け簡単に理解する」（Was die Hand geschaffen hat, 

begreift der Kopf um son leichter）、このライヒヴァ
インの教育原則は、ティーフェンゼーの単級学校
において、壮大な「計画学習」とそこでの創造的
な作業学習として見事に具体化されていた。
　しかも特筆すべきことは、 6歳から14歳までの
40人の生徒たち（この中には ₂人の知的障害の生
徒も含まれていた）が、年齢別にではなく、異な
る年齢や能力の生徒で構成される「作業集団」に
分けられ、それぞれの作業集団がその都度の計画
学習に全員参画する仕組みが採用されていたこと
である。この異年齢生徒の作業集団での共同学習
を通じて、子どもたちは、共同体を形成する有意
な人間に不可欠となる相互扶助（弱者への労り）、
連帯、社会的責任の自覚といった社会的行動規範
を体得するとともに、強い意欲と達成感を感じな
がら「自らの内なる力量」を高めていったのであ
る。

３）教師の「権威」

　上記の内容と特質の教育実践においては、「計
画学習」を意味あるものとして組織する点で、教
師が決定的に重要な役割を果たすことになる。ラ
イヒヴァインは、ナチズム体制の浸透（特にヒト
ラー・ユーゲント活動による学校と教師の地位低
下）という時代状況との対峙の中で、一方では「知
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識学校」（Wissensschule）24）ないし「知育偏重学校」
（Lernschule）25）と、「外的権威のシンボルとして
の教壇」26）に安住する教師の在り方を否定すると
ともに、他方では安易に生徒と教師の間の「平等」
という、改革教育（新教育）運動の一部に見られ
た弊害も克服しようとした。ライヒヴァインによ
れば、上述した「計画学習」によって授業を構成
する場合には、「正しい、つまり適切な課題提示」、
「熟慮された課題の整序」が不可欠であり、その
ためには「教育者の優れた洞察力」27）が必要とな
る。同時に、生徒たちを「自己活動の力量を持っ
た人間」へと育成するためには、個別の知識や技
能の「獲得」や「固定化」以上に、知識や能力の
相互の関連づけ、つまり「新たな力量の統合」28）

という学習過程が決定的に重要となる。何故なら、
「孤立した点としての知識は忘却に帰してしまう。
関連づけられた知識は、たとえそれが僅かであっ
ても、生活の支えとなる。」29）からである。
　こうして、ティーフェンゼー学校モデルにおい
ては、「諸能力が子どもの人格的な所有物」とな
るという教育目的の実現のため、綿密に準備され
た「支援の形式」30）と作業学習を提供することが
教師に課せられた重要な役割となる。そして、こ
うした教師としての役割を自覚し、「教育者の実
績」を示すことができた時に、生徒はこの教師へ
の心からの「畏敬の念」を抱き、この自発的な「畏
敬の念」から子どもたちには、学習の前提ともな
る「従順さ」（ライヒヴァインは「作法」とも表
現した）が生まれる31）。ライヒヴァインが再建し
ようとした教師の「権威」は、教師に不随する外
在的な「権力」に基づくものではなく、「教育者
の実績」とそれへの子どもたちの「畏敬の念」を
不可欠の前提とするものであった。

３�．州立アドルフ・ライヒヴァイン試補教員研修

所とティーフェンゼー学校モデルの継受

（1）ライヒヴァインの名称付与の経緯

　まず、アドルフ・ライヒヴァイン試補教員研修
所の初代所長クレーマー（Ulrich krämer）の論考32）

と同研修所の資料に基づけば、ヴェスターブルク

の州立試補教員研修所がライヒヴァインの名称を
冠することになった経緯は以下の通りである。
　1990年代初頭の大学生数と教員志望者の増加、
そして教員需要の拡大という状況を受けて、ライ
ンラント・プファルツ州では基礎学校及び基幹学
校の教員養成のための試補教員研修所を増設し
た。その一環として、1993年 3 月に州文部省がヴェ
スターブルクに一つの研修所を設置することを決
定するとともに、同研修所の内的構造の検討が初
代所長に就任したクレーマーに委託された。同年
11月には、ヴェスターブルクの試補教員研修所の
開所式が州文相の臨席の下で行われた。この研修
所開設の前後から、クレーマーを所長とする研修
所の教員団は、ラインラント・プファルツ州にお
ける試補教員研修所の一般的な枠組みは踏まえつ
つも、ヴェスターブルクにおける研修所独自のプ
ロフィールの形成を図ることを不可欠で魅力的な
共通の課題として、集中的に討議を重ねた。この
討議の過程で重視されたことは、研修所での指導
内容を学校での具体的な授業と関連づけて構築す
ること、同時にまた研修所での試補教員教育を確
固とした教育理論によって基礎づけること、この
二点であった。
　さらに、この二点の重点課題を基軸とした研修
所の独自のプロフィール形成を推進するにあたっ
て、こうした研修所の基本理念を象徴する人物を
研修所の名称に付与する重要性も指摘された。そ
の結果、研修所の教員団は、自らの「教育的任務
に相応しい人物の名称を冠することは、アイデン
ティティを促進し、プロフィールづくりにも寄与
することになり、その結果、研修所の教育的方向
づけを強化することにもなる」33）との共通した思
いから、自分たちの＜守護聖人＞（Namenspatronat）
としてアドルフ・ライヒヴァインを選定したとい
う。その選定に際しては、ライヒヴァインの生誕
地が研修所のあるヴェスターヴァルト地方に近い
という地理的要因もあったが、より重要なポイン
トは「ライヒヴァインの名前を、進歩的で開放的
な研修所の理念と結合することができること」、
1937/38年の著作で提示されたライヒヴァインの
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学校モデルは、「理論及び実践の点で現在の学校
や教員養成にとって極めて有益なものである」34）

という点にあった。
　1994年 ₈ 月 1 日、州文部省は、研修所教員
団からの要請に応える形で、「アドルフ・ライ
ヒヴァイン試補教員研修所」（Adolf-Reichwein-

Studienseminar）の名称付与を許可した。研修所の
名称にライヒヴァインを冠することになったこと
を契機に、研修所は ₂か月後の1994年10月には、
「アドルフ・ライヒヴァイン−改革教育家にして
反ナチ抵抗の闘士」と題する移動展示会（アドル
フ・ライヒヴァイン協会の協力を受けて）を開催
した。同じく10月 ₇ 日には名称付与を記念する式
典が行われ、そこでは1991年にライヒヴァインの
詳細な評伝を刊行したU.アムルンクによる講演
も開催された。また、研修所は1996年に「アドル
フ・ライヒヴァイン協会」（Adolf-Reichwein-Verein）
のメンバー登録も行っている。
　1998年11月には、研修所において、ライヒヴァ
インの生誕百周年記念講演会が開催され、著名
な教育学者でライヒヴァインの研究者でもある
W.クラフキが「アドルフ・ライヒヴァイン　教
育と政治」と題して基調講演を行っている。こう
して、アドルフ・ライヒヴァイン試補教員研修所
は、ラインラント・プファルツ州の試補教員研修
所の一つとして、1994年から23年を経た現在に至
るまで活動を続けていることになる。

（2）�州立アドルフ・ライヒヴァイン試補教員研

修所の養成教育の特質

　前述の通り、ラインラント・プファルツ州には
基礎学校の教員用のための試補教員研修所が ₈カ
所ある。これら ₈カ所の研修所の試補教員への養
成教育の指導理念は、アドルフ・ライヒヴァイン
試補教員研修所も含めて共通となっている。それ
は以下のように定められている。

　＜目的＞
　試補教員研修所の養成教育の目的は、2012年 1
月 3 日付州規程に基づき、試補教員の専門職化

（Professionalisierung）にある。すなわち、「そ
れは彼らがそれぞれの学校職場において自律的
な教育活動を行うことができるように、大学で
の学修を基礎として、教育（訓育と教授）の理
論と実践の全般について、そして各自が選択し
た教科について習熟させることである。この目
的に照らして、とりわけ、省察、評価、相談、
協働の各コンピテンシー及び刷新の準備が促進
されなければならない。」（州規程第 1条 ₂項）
　
　以上のことを基礎として、試補教員は、以下の
₅つのモジュールにおいて教職への導入のため
の自らのコンピテンシーを引き上げる。
　　・学校と職業
　　・社会化、訓育と人間形成
　　・コミュニケーションと双方性
　　・授業
　　・診断、相談及び評価
　試補教員は、生涯にわたる職業生活のための十
分な実践知を獲得する。
　＜指導理念＞
　基礎学校のための試補教員研修所のための指導
理念は以下の通りとなる。
　　・ 教員養成のカリキュラム・スタンダード、

学校法、指導要領、基礎学校の規則、そし
て学校の質の基準に適合すること

　　・ 理論的裏づけのある行動コンピテンシーの
獲得のため、集中した理論と実践の融合

　　・ 養成教育に関係する全ての関係者が、コミュ
ニケーションと協働の考え方に留意するこ
と

　　・ 試補教員への説明・指導、とりわけ養成教
育の途中での相談を通した個々人に応じた
対応

　　・ 範例提示、個別化、教科の枠を超えた相互
作用を踏まえた指導内容のモジュール化

　以上の通り、自律した教員として必要な理論
的・実践的コンピテンシーの獲得、一言すれば
「専門職化」のための養成教育という点では、ど
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の試補教員研修所の指導理念も同じものとなって
いる。しかし、アドルフ・ライヒヴァイン試補教
員研修所は、この試補教員の「専門職化」の具体
的方策の点で、他の研修所とは明らかに異なる特
質を指摘することができる。同研修所における養
成教育の特質は、ＨＰ上で公表している内容から
も明瞭に確認できる。
　同研修所のＨＰの「研修所のプロフィール」を
クリックすると、「アドルフ・ライヒヴァイン試
補教員研修所ヴェスターブルクにおける専門職
化」のタイトルのあるページとなる。さらにその
次のページでは、「試補教員研修所の発展にとっ
てのアドルフ・ライヒヴァインの意義」と題して、
ライヒヴァインの経歴と彼のティーフェンゼーに
おける教育活動のエッセンスが先行研究を基に簡
潔にまとめられている。そこでは、まずラインラ
ント・プファルツ州の試補教員研修所の指導理念
が、同研修所にとっての基本枠組みであることが
確認されている。しかしその上で、さらに、「私
たちの守護聖人はドルフ・ライヒヴァインであ
る。ライヒヴァインは私たちのプロフィールを形
成し、私たちを方向づけてくれている。」として、
同研修所を方向づけている以下のような 3つの側
面のライヒヴァイン像が明示される。
　・ 行動志向の生き方と学びを実践した、歴史的
人物としての改革教育者

　・ 現在の教育要求に応える形の方法論的原理へ
と転換した、教師教育家にしてメディア教育
家

　・ 困難な政治的・物質的状況の中で解放的な教
育を追求した、ナチズムへの抵抗者

　このようなライヒヴァインの思想と実践に方向
づけられることから、「私たちの活動の原理」と
して、以下のような ₄つの原理が示されている。
　・ 政治教育と持続性への教育
　・直接的な出会い、研究的学び、地域への開放
　・異質な人たちとのグループでの学びと作業
　・省察的なメディア活用
　

　これらの ₄つの「私たちの活動の原理」は、Ｈ
Ｐの記述によれば、アドルフ・ライヒヴァインが
教師及び教師教育家としての活動の中で典型的
に強調していた側面であり、同時に多くの点で
「時宜を得た推進力を与えることができる」も
のである。そして、このライヒヴァインの活動
からの「時宜を得た推進力」を研修所において
具体的に活用していることとして、①学習作業
場（Lernwerkstatt）、②記念施設活動−価値教育
（Gedenkstättenarbeit – Werteerziehung）、③基礎学
校におけるデジタル・メディア、④養成教育のモ
ジュールの内容的具体化としての鍵課題、⑤協力
と開放、の ₅項目を挙げている。これら ₅項目は、
いずれも先に概括的に特質を検討したライヒヴァ
インの実践活動との緊密な関連性から具体化され
たものである。ここでは、紙幅及び資料の制約か
ら、学習作業場と記念施設活動の ₂点についての
み内容を確認することで、アドルフ・ライヒヴァ
イン試補教員研修所の特徴的な取組みとその特質
を明らかにしておきたい。
　まず、「学習作業場」について。この「学習作業場」
を研修所の教員団と一緒に構築した初代所長のク
レーマーによれば、それは「研修所発展の中核的
要素として」導入されたという。その際、「学習
作業場」は、「一つの新しい学習文化」としての
学習を、具体的な事例を通して学ぶことができる
場、つまり「自己責任による学習、共同学習、創
造的学習、活動中心の学習」を学ぶ場であり、「何
よりも教員養成に関係する全ての人々にとって、
朋友としての経験交流のためのフォーラム」とし
て理解されている。具体的には、「学習作業場：
石鹸」、「学習作業場：ジャガイモ」、「学習作業場：
自然」、「学習作業場：英語」、「学習作業場：博物
館」、そして「学習作業場：物音と会話」などが次々
と開発された。これらの「学修作業場」は、研修
所の教職員及び試補教員たちが、研修所の近隣の
学校とその生徒や教員たちと協働して構築・運営
する施設となっている。「学習作業場」は、試補
教員たちが、多くの関係者（地域の教員や生徒も
含め）との交流を通じて、自律的で活動的な学び
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を体験し、授業で使用する教材を自ら作成し、試
すことができる施設なのである。まさに、ティー
フェンゼー学校モデルとしてライヒヴァインが実
践した教育原則、「手で創造したものは、頭がそ
れだけ簡単に理解する」を、試補教員研修所にお
いて具体化したものが「学習作業場」であると言
えるだろう。
　次に「記念施設活動」について。「記念施設活動」
もまた、「学習作業場」とともに、ヴェスターブ
ルクの試補教員研修所がライヒヴァインを「守護
聖人」に戴いていることから方向づけられている
活動と言えるものである。同研修所の近郊に「記
念施設ハダマー」（Gedenkstätte Hadamar）35）がある。
ナチス政権は精神障害者を「安楽死により解放す
る」との名目で、数多くの医療関係者が関与して、
1939年10月からいわゆる「Ｔ ₄作戦」を実行した
が、ハダマー精神病院は全国から集められた精神
障害者をガス室で殺害・焼却する拠点の一つだっ
た。この精神病院では1941年 ₈ 月に中止される僅
か ₈か月間だけでも、実に 1万人もの障害者が「安
楽死」させられ、また毒ガス以外の方法での障害
者の殺害は1945年 ₅ 月のドイツ敗戦まで継続され
た。ここでの毒ガスによる「効率的な」殺害方法
が、後にアウシュヴィッツ等の絶滅収容所で採用
されたことは周知の通りであろう。
　アドルフ・ライヒヴァイン試補教員研修所は、
試補教員への「価値教育の一環として」、毎年こ
のハダマー記念施設を訪問して、「安楽死」の現
場で集中的に現実と向き合い、「学校教育のため
の可能性」を省察させる機会を設けている。ＨＰ
上で紹介されている2013/2014年度の「記念施設
活動」の記録によれば、まず記念施設の担当者か
ら説明を受けながら関連施設を見学し、午後から
はワークショップが展開された。グループに分か
れてのワークショップとその後の報告会では、「安
楽死」の犠牲者と実行に関わった医師・看護師と
の対話の役割演技や、「障害を持つ人々を私たち
は現在どのように扱っているのか？」との問いを
役割演技しながら報告する等して、参加者を「熟
考」へと導く内容となっている。この「記念施設

活動」は、ライヒヴァインが活動し、命を賭して
闘ったナチズムの時代を実体験する機会であると
同時に、自らが現代の諸問題と如何に対峙し、子
どもたちに如何なる教育を行うべきか、つまり教
育者としての自らの生き方を若い教員候補者たち
に「熟考」させる機会ともなっていると言えるだ
ろう。

おわりに

　以上、アドルフ・ライヒヴァイン試補教員研修
所に着目し、その背景となるドイツ、特にライン
ラント・プファルツ州の教員養成の現状、ライヒ
ヴァインによる「ティーフェンゼー学校モデル」
の特質の検討を踏まえ、試補教員研修所における
「ティーフェンゼー学校モデル」の継受の概要と
特質を明らかにしてきた。本稿は、確かに資料的
制約から、アドルフ・ライヒヴァイン試補教員研
修所の養成教育の実態にまでは迫ることはできな
かった憾みはあるが、改革教育家にして反ナチス
抵抗の闘志として刑死したライヒヴァインの思想
と実践が、ドイツの教員養成の第二段階に確実に
継受されている事実は確認することができたと考
える。初代所長クレーマーの言葉を借りるなら、
ライヒヴァインの思想及び実践と出会うことは、
教員候補者たちの「方向づけの価値」を持つ、つ
まり「自らの教育活動空間を教育的責任の下に引
き受け、立派なものに完成させるよう、勇気づけ
ることができる。」36）のである。
　教職大学院における教員養成を巡っては、理論
と実践の往還・融合の不十分さ、教科専門教育の
不足、修了後のインセンティブの在り方、等々、
様々な課題が指摘され議論が展開されている。そ
のこと自体は重要なことではあるが、教職大学院
が単に教育に関する理論的・実践的力量の修得に
終わらないで、教育者を養成する＜人間形成＞の
場であると考えるのであれば、ドイツの二段階の
教員養成システムとそこでの試補教員研修所の役
割、とりわけアドルフ・ライヒヴァイン試補教員
研修所の独自の取組から多くのことを学ぶことが
できると考える。今後も訪問調査を含めた継続研
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究により、アドルフ・ライヒヴァイン試補教員研
修所の養成教育の実態に迫り、教職大学院の質的
改善に寄与していきたい。
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